
 

 

 

 

 

 

令和８ 年度第１ 回教育委員会定例会 
 

議事日程及び議案等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８ 年４ 月２ ３ 日（ 木）  

１ ６ 時０ ０ 分 

 

於： 女性第一・ 第二研修室  
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     議事日程     令和８ 年４ 月２ ３ 日（ 木） １ ６ 時０ ０ 分   

女性第一・ 第二研修室 

 

１  開 会 

２  会議成立の宣告  

３  会議録署名者の指名 

４  会議の公開等について 

５  議案審査順 

公開予定（ 案）  

定第 １  号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市立科学館条例施行規則一部改正について〕  

定第 ２  号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市立ふる さ と 考古歴史館条例施行規則一部改正について〕  

定第 ３  号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市立美術館条例施行規則一部改正について〕  

定第 ４  号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市立学校事務処理規程一部改正について〕  

定第 ５  号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市立美術館協議会委員の解嘱及び委嘱について〕  

定第 ６  号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市図書館協議会委員の解嘱及び委嘱について〕  

定第 ７  号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市立小学校、 中学校及び義務教育学校区審議会委員の解嘱及

び委嘱について〕  

定第 ８  号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市特別支援教育審議会委員の解嘱及び委嘱について〕  

定第 ９  号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市社会教育委員の解嘱及び委嘱について〕  

定第１ ０ 号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について〕  

定第１ １ 号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市立少年自然の家運営協議会委員の解嘱又は解任及び委嘱又

は任命について〕  

定第１ ２ 号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市立学校給食セン タ ー運営審議会委員の解嘱又は解任及び委

嘱又は任命について〕  

報告事項( 1)    新１ 年生見学パス ポート について 
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報告事項( 2)    明和校区における 義務教育学校基本構想の策定について 

報告事項( 3)    令和７ 年度市立高等学校活性化委員会における 意見の集約について 

非公開予定（ 案）  

定第１ ４ 号議案 鹿児島市特別支援教育審議会委員の委嘱の件 

定第１ ５ 号議案 鹿児島市立少年自然の家運営協議会委員の委嘱又は任命の件 

定第１ ３ 号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 県費負担教職員の懲戒に係る 内申について〕  

６  その他 

７  閉 会 
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定第１ 号議案 

 

   代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市立科学館条例施行規則の一部改正について、 鹿児島市教育委員会事務委任等規則第

４ 条第１ 項の規定に基づき 、 別紙のと おり 代決し たので、 同条第２ 項の規定によ り 、 こ れを 報

告し 、 その承認を 求める 。  

 

   令和８ 年４ 月２ ３ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（ 参  照）  

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

（ 鹿児島市教育委員会教育長に対する 委任事務）  

第２ 条 地方教育行政の組織及び運営に関する 法律（ 昭和３ １ 年法律第１ ６ ２ 号。 以下「 法」

と いう 。 ） 第２ ５ 条第１ 項及び第２ 項の規定によ り 、 教育委員会は、 次に掲げる 事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（ 平成９ 年教育委員会訓令第１ 号。 以下「 教育委員会事

務補助執行規程」 と いう 。 ） の規定によ り 市長の事務部局の職員に補助執行さ せる 事務を 除

き 、 その権限に属する 事務を 鹿児島市教育委員会教育長（ 以下「 教育長」 と いう 。 ） に委任

する 。  

( 1)  略す 

( 2)  教育委員会規則その他教育委員会の定める 規程の制定又は改廃に関する こ と 。  

( 5) ～( 20)  略す 

（ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を 代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  
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1 

 

鹿児島市立科学館条例施行規則の一部を 改正する 規則 

                                   

 別表第４ 中「 保育所」 を 「 乳児院及び保育所」 に改める 。  

付 則 

こ の規則は、 令和８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 

 

（ 改正理由）  

乳児院の引率者が入館する 際の入館料を 免除する も のである 。  
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鹿児島市立科学館条例施行規則（ 平成２ 年教育委員会規則第４ 号） 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

別表第４ （ 第６ 条関係）  別表第４ （ 第６ 条関係）   

【 別記 参照】  【 別記 参照】   

 

【 別記】  

 

現行 

略す 

略す 

略す 

児童福祉法第７ 条第１ 項に規定する 保育所その他の保育施設 

 

改正案 

略す 

略す 

略す 

児童福祉法第７ 条第１ 項に規定する 乳児院及び保育所その他の保育施設 
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定第２ 号議案 

 

   代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市立ふる さ と 考古歴史館条例施行規則の一部改正について、 鹿児島市教育委員会事務

委任等規則第４ 条第１ 項の規定に基づき 、 別紙のと おり 代決し たので、 同条第２ 項の規定によ

り 、 こ れを 報告し 、 その承認を 求める 。  

 

   令和８ 年４ 月２ ３ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（ 参  照）  

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

（ 鹿児島市教育委員会教育長に対する 委任事務）  

第２ 条 地方教育行政の組織及び運営に関する 法律（ 昭和３ １ 年法律第１ ６ ２ 号。 以下「 法」

と いう 。 ） 第２ ５ 条第１ 項及び第２ 項の規定によ り 、 教育委員会は、 次に掲げる 事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（ 平成９ 年教育委員会訓令第１ 号。 以下「 教育委員会事

務補助執行規程」 と いう 。 ） の規定によ り 市長の事務部局の職員に補助執行さ せる 事務を 除

き 、 その権限に属する 事務を 鹿児島市教育委員会教育長（ 以下「 教育長」 と いう 。 ） に委任

する 。  

( 1)  略す 

( 2)  教育委員会規則その他教育委員会の定める 規程の制定又は改廃に関する こ と 。  

( 5) ～( 20)  略す 

（ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を 代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  

7



1 

 

鹿児島市立ふる さ と 考古歴史館条例施行規則の一部を 改正する 規則 

                                   

別表第４ 中「 保育所」 を 「 乳児院及び保育所」 に改める 。  

付 則 

こ の規則は、 令和８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 

 

（ 改正理由）  

乳児院の引率者が観覧する 際の観覧料を 免除する も のである 。  
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鹿児島市立ふる さ と 考古歴史館条例施行規則（ 平成９ 年教育委員会規則第２ 号） 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

別表第４ （ 第５ 条関係）  別表第４ （ 第５ 条関係）   

【 別記 参照】  【 別記 参照】   

 

【 別記】  

 

現行 

略す 

略す 

略す 

児童福祉法第７ 条第１ 項に規定する 保育所その他の保育施設 

 

改正案 

略す 

略す 

略す 

児童福祉法第７ 条第１ 項に規定する 乳児院及び保育所その他の保育施設 
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定第３ 号議案 

 

   代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市立美術館条例施行規則の一部改正について、 鹿児島市教育委員会事務委任等規則第

４ 条第１ 項の規定に基づき 、 別紙のと おり 代決し たので、 同条第２ 項の規定によ り 、 こ れを 報

告し 、 その承認を 求める 。  

 

   令和８ 年４ 月２ ３ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（ 参  照）  

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

（ 鹿児島市教育委員会教育長に対する 委任事務）  

第２ 条 地方教育行政の組織及び運営に関する 法律（ 昭和３ １ 年法律第１ ６ ２ 号。 以下「 法」

と いう 。 ） 第２ ５ 条第１ 項及び第２ 項の規定によ り 、 教育委員会は、 次に掲げる 事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（ 平成９ 年教育委員会訓令第１ 号。 以下「 教育委員会事

務補助執行規程」 と いう 。 ） の規定によ り 市長の事務部局の職員に補助執行さ せる 事務を 除

き 、 その権限に属する 事務を 鹿児島市教育委員会教育長（ 以下「 教育長」 と いう 。 ） に委任

する 。  

( 1)  略す 

( 2)  教育委員会規則その他教育委員会の定める 規程の制定又は改廃に関する こ と 。  

( 5) ～( 20)  略す 

（ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を 代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  
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鹿児島市立美術館条例施行規則の一部を 改正する 規則 

                                   

 別表第６ 中「 保育所」 を 「 乳児院及び保育所」 に改める 。  

付 則 

こ の規則は、 令和８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 

 

（ 改正理由）  

乳児院の引率者が観覧する 際の観覧料を 免除する も のである 。  
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鹿児島市立美術館条例施行規則（ 昭和６ ０ 年教育委員会規則第２ 号） 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

別表第６ （ 第１ ８ 条関係）  別表第６ （ 第１ ８ 条関係）   

【 別記 参照】  【 別記 参照】   

 

【 別記】  

 

現行 

略す 

略す 

略す 

児童福祉法第７ 条第１ 項に規定する 保育所その他の保育施設 

 

改正案 

略す 

略す 

略す 

児童福祉法第７ 条第１ 項に規定する 乳児院及び保育所その他の保育施設 
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定第４ 号議案 

 

   代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市立学校事務処理規程の一部改正について、 鹿児島市教育委員会事務委任等規則第４

条第１ 項の規定に基づき 、 別紙のと おり 代決し たので、 同条第２ 項の規定によ り 、 こ れを 報告

し 、 その承認を 求める 。  

 

   令和８ 年４ 月２ ３ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（ 参  照）  

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

（ 鹿児島市教育委員会教育長に対する 委任事務）  

第２ 条 地方教育行政の組織及び運営に関する 法律（ 昭和３ １ 年法律第１ ６ ２ 号。 以下「 法」

と いう 。 ） 第２ ５ 条第１ 項及び第２ 項の規定によ り 、 教育委員会は、 次に掲げる 事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（ 平成９ 年教育委員会訓令第１ 号。 以下「 教育委員会事

務補助執行規程」 と いう 。 ） の規定によ り 市長の事務部局の職員に補助執行さ せる 事務を 除

き 、 その権限に属する 事務を 鹿児島市教育委員会教育長（ 以下「 教育長」 と いう 。 ） に委任

する 。  

( 1)  略す 

( 2)  教育委員会規則その他教育委員会の定める 規程の制定又は改廃に関する こ と 。  

( 5) ～( 20)  略す 

（ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を 代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  
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1 

 

鹿児島市立学校事務処理規程の一部を 改正する 訓令 

                                   

第１ ４ 条に次の１ 項を 加える 。  

３  文書及び簿冊の作成、 整理、 保管及び保存は、 文書管理シス テム その他教育長が指定する

方法( 以下「 文書管理シス テム 等」 と いう 。 ) によ り 、 電子的に行う こ と を 原則と する 。 ただ

し 、 法令等によ り 原本の提出又は保存が求めら れる 場合その他校長が必要と 認める 場合は、

こ の限り でない。  

第１ ６ 条に次の１ 項を 加える 。  

４  第１ 項第１ 号の帳簿は、 文書管理シス テム 等によ り 電子的に作成し 、 備え付ける こ と がで

き る 。  

第１ ７ 条の２ 中「 について」 を 削り 、 「 必要に応じ て当該電子文書を 用紙に出力の上、 前条

の規定を 準用し て受付を 行う も のと する 。 」 を 「 文書管理シス テム 等に登録し 、 当該電子文書

を 保存する こ と によ り 受け付けたも のと する 。 」 に改め、 同条に次の２ 項を 加える 。  

２  前項の登録及び保存に当たっ ては、 到達日時、 差出人、 件名、 処理経過その他必要な事項

を 記録し 、 検索及び追跡ができ る 状態にし なければなら ない。  

３  電子文書を 用紙に出力する 場合は、 法令等によ り 求めら れる 場合、 又は校長が事務処理上

必要と 認める 場合に限り 、 必要最小限の範囲で行う も のと する 。  

第２ ０ 条中「 原則と し て」 の次に「 文書管理シス テム 等又は」 を 加える 。  

第２ ６ 条中「 次の各号によ り 編集し なければなら ない。 」 を 「 原則と し て会計年度ご と に、

文書管理シス テム 等によ り 電子簿冊と し て編成し 、 保存し なければなら ない。 」 に改め、 同条

に次のただし 書を 加える 。  

ただし 、 文書管理シス テム 等の機能によ り 年度ご と の編成が困難な場合は、 第１ ７ 条の２

第２ 項に規定する 事項の記録を も っ てこ れに代える こ と ができ る 。  

第２ ６ 条各号を 削り 、 同条に次の２ 項を 加える 。  

２  文書に付属する 図面その他で電子簿冊への編成が困難なも のは、 別に管理し 、 電子簿冊に

その所在及び関連を 明示する も のと する 。  

３  前２ 項の規定にかかわら ず、 法令等によ り 紙原本の編冊が求めら れる 場合その他校長が必

要と 認める 場合は、 紙簿冊と し て編冊する こ と ができ る 。  

本則に次の１ 条を 加える 。  

( 紙文書の電子化)  

第３ １ 条 紙によ り 受領し 、 又は作成し た文書は、 文書管理シス テム 等によ り 電子化し て保存

する こ と ができ る 。  

 

付 則 

こ の訓令は、 令和８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  
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2 

 

 

（ 改正理由）  

文書管理シス テム 等によ る 電子保管を 原則と する こ と に伴い、関係条文を 整備する も のである 。 
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鹿児島市立学校事務処理規程（ 昭和４ ２ 年教育委員会教育長訓令第５ 号） 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

（ 文書及び簿冊取扱の原則）  （ 文書及び簿冊取扱の原則）   

第１ ４ 条 （ 略）  第１ ４ 条 （ 略）   

２  （ 略）  ２  （ 略）   

 ３  文書及び簿冊の作成、 整理、 保管及び保存は、 文書管

理シス テムその他教育長が指定する 方法（ 以下「 文書管

理シス テム等」 と いう 。 ） によ り 、 電子的に行う こ と を

原則と する 。 ただし 、 法令等によ り 原本の提出又は保存

が求めら れる 場合その他校長が必要と 認める 場合は、 こ

の限り でない。  

文書管理シス テム等によ る 作

成、 整理、 保管およ び保存の追

加 

（ 備付帳簿）  （ 備付帳簿）   

第１ ６ 条 （ 略）  第１ ６ 条 （ 略）   

２ ・ ３  （ 略）  ２ ・ ３  （ 略）   

 ４  第１ 項第１ 号の帳簿は、 文書管理シス テム等によ り 電

子的に作成し 、 備え付ける こ と ができ る 。  

文書管理シス テム等の対応に

伴う 追加 

（ 電子文書の受付）  （ 電子文書の受付）   

第１ ７ 条の２  学校に到達し た電子文書については、 必要

に応じ て当該電子文書を用紙に出力の上、 前条の規定を

準用し て受付を行う も のと する 。  

第１ ７ 条の２  学校に到達し た電子文書は、 文書管理シス

テム等に登録し 、 当該電子文書を 保存する こ と によ り 受

け付けたも のと する 。  

文書管理シス テム等の対応に

伴う 条文整理 

 ２  前項の登録及び保存に当たっ ては、到達日時、差出人、

件名、 処理経過その他必要な事項を記録し 、 検索及び追

跡ができ る 状態にし なければなら ない。  

文書管理シス テム等の留意事

項の追加 

 ３  電子文書を用紙に出力する 場合は、 法令等によ り 求め

ら れる 場合、 又は校長が事務処理上必要と 認める 場合に

文書管理シス テム等の対応に

伴う 追加 
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限り 、 必要最小限の範囲で行う も のと する 。  

（ 文書の起案）  （ 文書の起案）   

第２ ０ 条 事案の処理は原則と し て文書によ る も のと し 、

文書を起案する と き は起案用紙（ 様式第１ ８ ） によ ら な

ければなら ない。 ただし 、 定例であつて、 簿冊をも つて

処理でき る も の若し く は軽易な事件で文書の余白に処理

案を朱書し て処理でき る も の若し く は符せん用紙で処理

でき る も の又は口頭（ 電話） 受理用紙で処理でき る も の

は、 こ の限り でない。  

第２ ０ 条 事案の処理は原則と し て文書管理シス テム等又

は文書によ る も のと し 、 文書を起案する と き は起案用紙

（ 様式第１ ８ ） によ ら なければなら ない。 ただし 、 定例

であつて、 簿冊をも つて処理でき る も の若し く は軽易な

事件で文書の余白に処理案を朱書し て処理でき る も の若

し く は符せん用紙で処理でき る も の又は口頭（ 電話） 受

理用紙で処理でき る も のは、 こ の限り でない。  

文書管理シス テム等の対応に

伴う 条文整理 

（ 編集方法）  （ 編集方法）   

第２ ６ 条 完結し た文書は、 それぞれの係において、 次の

各号によ り 編集し なければなら ない。  

第２ ６ 条 完結し た文書は、 それぞれの係において、 原則

と し て会計年度ごと に、 文書管理シス テム等によ り 電子

簿冊と し て編成し 、 保存し なければなら ない。 ただし 、

文書管理シス テム等の機能によ り 年度ごと の編成が困難

な場合は、 第１ ７ 条の２ 第２ 項に規定する 事項の記録を

も ってこ れに代える こ と ができ る 。  

文書管理シス テム等の対応に

伴う 条文整理 

( 1)  文書は原則と し て会計年度によ り 編冊する 。    

( 2)  同一事件で数年度にわたる も のは、その終了の年度

に総合し 、 ２ 以上の事件に関連する も のは、 最も 重要

なも のに編冊し 、 それぞれ関連のある 編集簿冊の目次

及び適当なと こ ろにその旨を摘記し おく も のと する 。  

  

( 3)  文書に付属する 図面その他で、その文書の簿冊につ

づり 込むこ と の困難なも のは、 別に製本表装し 、 その

旨目次及び関連文書に記載し おく も のと する 。  

  

( 4)  編集簿冊には、各冊ご と に索引に供する ための目次

をつける も のと する 。  
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( 5)  簿冊の厚さ は８ センチメ ート ルを 限度と する 。１ 冊

に製本でき ないも のは、 適当に分冊し 紙数の少ないも

のは、 ２ 年度以上の分を合わせて編集する こ と ができ

る 。  

  

( 6)  表紙には簿書の名称、年度、保存期間及びそれぞれ

の係名等を記載する も のと する 。  

  

( 7)  第４ 種、 第５ 種に属する も のは、 製本、 表装目次を

省略する こ と ができ る 。  

  

 ２  文書に付属する 図面その他で電子簿冊への編成が困難

なも のは、 別に管理し 、 電子簿冊にその所在及び関連を

明示する も のと する 。  

文書管理シス テム等の対応に

伴う 追加 

 ３  前２ 項の規定にかかわら ず、 法令等によ り 紙原本の編

冊が求めら れる 場合その他校長が必要と 認める 場合は、

紙簿冊と し て編冊する こ と ができ る 。  

文書管理シス テム等の対応に

伴う 追加 

 （ 紙文書の電子化）  

第３ １ 条 紙によ り 受領し 、 又は作成し た文書は、 文書管

理シス テム等によ り 電子化し て保存する こ と ができ る 。  

文書管理シス テム等の対応に

伴う 追加 
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定第５ 号議案 

 

   代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市立美術館協議会委員の解嘱及び委嘱について、 鹿児島市教育委員会事務委任等規則

第４ 条第１ 項の規定に基づき 、 下記のと おり 代決し たので、 同条第２ 項の規定によ り 、 こ れを

報告し 、 その承認を 求める 。  

 

   令和８ 年４ 月２ ３ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

                    記 

 

 

〔 解 嘱〕    令和８ 年３ 月３ １ 日付 

        高嶺 千史 （ 前： 南日本新聞社編集局文化生活部長）  

 

〔 理 由〕    人事異動に伴う 解嘱 

 

 

 

 

〔 委 嘱〕    令和８ 年４ 月１ 日付 

        徳重 里香 （ 南日本新聞社編集局文化部長）  

                   

 〔 任 期〕    令和９ 年７ 月３ １ 日ま で 

 

 〔 理 由〕    人事異動に伴う 後任委員の委嘱 
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（ 参  照）  

 

１  鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

（ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務

を 代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を 代行し たと き は、 すみや

かに教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  

 

 

 ２  博物館法（ 抜粋）  

（ 博物館協議会 ）  

第２ ３ 条 公立博物館に、 博物館協議会を 置く こ と ができ る 。  

２  博物館協議会は、 博物館の運営に関し 館長の諮問に応ずる と と も に、 館長に対し て意見

を 述べる 機関と する 。  

第２ ４ 条 博物館協議会の委員は、 当該博物館を 設置する 地方公共団体の教育委員会が任命

する 。  

第２ ５ 条 博物館協議会の設置、 その委員の任命の基準、 定数及び任期その他博物館協議会

に関し 必要な事項は、当該博物館を 設置する 地方公共団体の条例で定めなければなら ない。

こ の場合において、 委員の任命の基準については、 文部科学省令で定める 基準を 参酌する

も のと する 。  

 

 

３  博物館法施行規則（ 抜粋）  

（ 博物館協議会の委員の任命の基準を 条例で定める にあたっ て斟酌すべき 基準）  

第２ ２ 条 法第２ ５ 条の文部科学省令で定める 基準は、 学校教育及び社会教育の関係者、 家

庭教育の向上に資する 活動を 行う 者並びに学識経験のあ る 者の中から 任命する こ と と する 。 

 

 

４  鹿児島市立美術館条例（ 抜粋）  

（ 美術館協議会）  

第１ ８ 条 美術館に博物館法第２ ３ 条第 1 項の規定に基づき 、 鹿児島市立美術館協議会（ 以

下「 美術館協議会」 と いう 。 ） を 置く 。  

２  美術館協議会は、 １ ０ 人以内の委員を も っ て組織する 。  

３  委員は、 学校教育及び社会教育の関係者、 家庭教育の向上に資する 活動を 行う 者並びに

学識経験のあ る 者の中から 、 教育委員会が委嘱し 、 又は任命する 。  

４  委員の任期は、 ２ 年と する 。 ただし 、 補欠の委員の任期は前任者の残任期間と する 。  
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５  美術館協議会の組織及び運営に関し 必要な事項は、 教育委員会規則で定める 。  

 

 

５  鹿児島市立美術館条例施行規則（ 抜粋）  

（ 美術館協議会）  

第２ ３ 条 条例第１ ８ 条に規定する 鹿児島市立美術館協議会（ 以下「 美術館協議会」と いう 。）

に会長及び副会長を 置く 。  

２  会長及び副会長は、 美術館協議会委員（ 以下「 委員」 と いう 。 ） の中から 選出する 。  

３  会長は、 美術館協議会を 代表し 、 会務を 掌握する 。  

４  副会長は、 会長を 補佐し 、 会長に事故があ る と き 又は会長が欠けたと き 会長の職務を 代

理する 。  

５  会議は、必要に応じ て開催する も のと し 、会長が招集し 、会長が議長と なる も のと する 。  

６  会議は、 委員の過半数が出席し なければ開く こ と ができ ない。  

７  会議の議事は、出席委員の過半数で決し 、可否同数のと き は議長の決する と こ ろ によ る 。  

８  美術館協議会の庶務は、 美術館において処理する も のと する 。  
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構　　　　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

学 校 教 育 関 係 者 森 重 美 香 県美育協会会計（伊敷中学校教諭）

田 村 省 三 尚古集成館　文化財部長

都 筑 綾 子 市女性団体連合会理事

家 庭 教 育 関 係 者 山 元 理 英 市子育てサークル連絡協議会副会長

渡 辺 芳 郎 鹿児島大学法文学部人文学科教授

犬 伏 和 章 鹿児島商工会議所副会頭

徳 重 里 香
（ 前 ： 高 嶺 千 史 ）

南日本新聞社編集局文化部長
（前：南日本新聞社編集局文化生活部長）

宮 内 基 希 鹿児島青年会議所　監事

下 赤 所 大 輔 自営業

野 元 楓 鹿児島大学教育学部美術科４年生

〔任　期〕　令和７年８月１日から令和９年７月３１日まで

※網掛けの委員の任期は、令和８年４月１日から令和９年７月３１日まで（前任者の残任期間）

〔理　由〕令和８年４月１日付け 定年退職に伴う解職に伴い、新たに委嘱するもの

〔女性委員の割合〕　５０．０％

鹿児島市立美術館協議会委員名簿（案）

社 会 教 育 関 係 者

学 識 経 験 者

公 募 委 員
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定第６ 号議案 

 

   代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市図書館協議会委員の解嘱及び委嘱について、 鹿児島市教育委員会事務委任等規則第

４ 条第１ 項の規定に基づき 、 下記のと おり 代決し たので、 同条第２ 項の規定によ り 、 こ れを 報

告し 、 その承認を 求める 。  

 

   令和８ 年４ 月２ ３ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

                    記 

 

 

〔 解 嘱〕    令和８ 年３ 月３ １ 日付 

        平田  睦 （ 前： 吉田南中学校長）  

 

〔 理 由〕    人事異動に伴う 解嘱 

 

 

 

 

〔 委 嘱〕    令和８ 年４ 月１ ５ 日付 

        福島 三鈴 （ 河頭中学校長）  

                   

 〔 任 期〕    令和９ 年６ 月３ ０ 日ま で 

 

 〔 理 由〕    人事異動に伴う 後任委員の委嘱 
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（ 参  照）  

 

１  鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

（ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を 代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  

 

 

 ２  図書館法（ 抜粋）  

 （ 図書館協議会）  

第１ ４ 条 公立図書館に図書館協議会を 置く こ と ができ る 。  

２  図書館協議会は、 図書館の運営に関し 館長の諮問に応ずる と と も に、 図書館の行う 図書館

奉仕につき 、 館長に対し て意見を 述べる 機関と する 。  

第１ ５ 条 図書館協議会の委員は、 当該図書館を 設置する 地方公共団体の教育委員会（ 特定図

書館に置く 図書館協議会の委員にあつては、 当該地方公共団体の長） が任命する 。  

第１ ６ 条 図書館協議会の設置、 その委員の任命の基準、 定数及び任期その他図書館協議会に

関し 必要な事項については、 当該図書館を 設置する 地方公共団体の条例で定めなければなら

ない。 こ の場合において、 委員の任命の基準については、 文部科学省令で定める 基準を 参酌

する も のと する 。  

 

 

 ３  図書館法施行規則（ 抜粋）  

第１ ２ 条 法第１ ６ 条の文部科学省令で定める 基準は、 学校教育及び社会教育の関係者、 家庭

教育の向上に資する 活動を 行う 者並びに学識経験のある 者の中から 任命する こ と と する 。  

 

 

 ４  鹿児島市図書館条例（ 抜粋）  

（ 図書館協議会）  

第８ 条 図書館に法第１ ４ 条第１ 項の規定に基づき 、 鹿児島市図書館協議会（ 以下「 図書館協

議会」 と いう 。 ） を 置く 。  

２  図書館協議会は、 １ ０ 人以内の委員を も っ て組織する 。  

３  委員は、 学校教育及び社会教育の関係者、 家庭教育の向上に資する 活動を 行う 者並びに学

識経験のある 者の中から 、 教育委員会が委嘱し 、 又は任命する 。  

４  委員の任期は、 ２ 年と する 。 ただし 、 補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。  

５  略す 
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構　　　　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

松 久 保 鉄 也 明和小学校長

福 島 三 鈴
（ 前 ： 平 田 睦 ）

河頭中学校長
（前：吉田南中学校長）

岩 松 え み 鹿児島商業高等学校教諭

坂 口 拓 鹿児島商工会議所　青年部

西 村 真 鴨池公民館館長

上 村 宏 明 市ＰＴＡ連合会副会長

榎 園 早 百 合
谷山中学校読み聞かせグループ「ルリユール」
代表

岩 下 雅 子 鹿児島純心大学 非常勤講師

佐 藤 宏 之 鹿児島大学 法文教育学域教育学系教授

松 尾 弘 徳 鹿児島国際大学 国際文化学部教授

※網掛けの委員の任期は、令和８年４月１５日から令和９年６月３０日まで（前任者の残任期間）

〔理　由〕　人事異動に伴う新たな委嘱

〔女性委員の割合〕　40.0％

鹿児島市図書館協議会委員名簿　（案）　　

学 校 教 育 関 係 者

社 会 教 育 関 係 者

家 庭 教 育 関 係 者

学 識 経 験 者

〔任　期〕　令和７年７月１日から令和９年６月３０日まで
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定第７ 号議案 

 

代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市立小学校、 中学校及び義務教育学校区審議会委員の解嘱及び委嘱について、 鹿児島

市教育委員会事務委任等規則第４ 条第１ 項の規定に基づき 、 下記のと おり 代決し たので、 同条

第２ 項の規定によ り 、 こ れを 報告し 、 その承認を 求める 。  

 

   令和８ 年４ 月２ ３ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

教育長 原之園 哲哉 

 

                    記 

 

 

〔 解 嘱〕    令和８ 年３ 月３ １ 日付 

         西 ゆう 子 （ 前： 鹿児島家庭裁判所調定委員）  

中村 武司 （ 前： 中山小学校長）  

山下 久美子（ 前： 皇徳寺中学校長）  

瀬戸口 満 （ 前： 市民局市民文化部市民課長）  

 

〔 理 由〕    人事異動に伴う 解嘱 

 

 

 

 

〔 委 嘱〕    令和８ 年４ 月１ 日付 

         中野 由美子（ 鹿児島家庭裁判所調定委員）  

           池田 隆  （ 玉江小学校長）  

           濵田 津世志（ 坂元中学校長）  

         高橋 聖子 （ 市民局市民文化部市民課長）  

 

  〔 任 期〕    令和８ 年６ 月３ ０ 日ま で 

 

  〔 理 由〕    人事異動に伴う 後任委員の委嘱 
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（ 参 照）  

 

１  鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

 （ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を  

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を 代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  

 

 

 ２  鹿児島市立小学校、 中学校及び義務教育学校区審議会条例（ 抜粋）  

 （ 設置）  

第１ 条 市立小学校、 中学校及び義務教育学校の校区について調査審議する ため、 地方自治法

（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第１ ３ ８ 条の４ 第３ 項の規定に基づき 、 鹿児島市立小学校、 中

学校及び義務教育学校区審議会（ 以下「 審議会」 と いう 。 ） を 置く 。  

 （ 所掌事務）  

第２ 条 審議会は、 鹿児島市教育委員会（ 以下「 委員会」 と いう 。 ） の諮問に応じ 、 鹿児島市

立小学校、 中学校及び義務教育学校に就学する 児童及び生徒の校区の設定又は改廃に関する

事項を 調査審議し 、 その結果を 委員会に答申する 。  

 （ 組織）  

第３ 条 審議会は、 １ ５ 人以内の委員を も っ て組織する 。  

２  委員は、 次に掲げる 者のう ちから 委員会が任命する 。  

 ( 1)  学識経験者 

 ( 2)  小学校、 中学校及び義務教育学校のＰ Ｔ Ａ を 代表する 者 

 ( 3)  小学校、 中学校及び義務教育学校の校長 

 ( 4)  市長部局の職員 

 ( 5)  その他委員会が必要と 認める 者 

 （ 任期）  

第４ 条 委員の任期は、 １ 年と する 。 ただし 、 再任さ れる こ と を 妨げない。  

２  委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。  
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構　　　　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

元 村 美 起 子 市地域婦人会連絡協議会書記

坂 尾 加 代 子 市あいご会連合会監事

池 田 俊 彦 鹿児島女子短期大学附属かもめ幼稚園長

中 野 由 美 子
（ 前 ： 西 ゆ う 子 ）

鹿児島家庭裁判所調停委員

有 倉 巳 幸 鹿児島大学理事・副学長

濱 沖 敢 太 郎 鹿児島大学法文教育学域教育学系講師

田 淵 千 春 市ＰＴＡ連合会副会長

川 添 啓 子 市ＰＴＡ連合会副会長

池 田 隆
（ 前 ： 中 村 武 司 ）

玉江小学校長
（前：中山小学校長）

濵 田 津 世 志
（前：山下 久美子）

坂元中学校長
（前：皇徳寺中学校長）

高 橋 聖 子
（ 前 ： 瀬 戸 口 満 ）

市民局市民文化部市民課長

上 野 仁 志 建設局都市計画部土地利用調整課長

〔任　期〕　令和７年７月１日から令和８年６月３０日まで

※網掛けの学識経験者、小・中学校長、市長部局職員の委員の任期は、

　 令和８年４月１日から令和８年６月３０日まで（前任者の残任期間）

〔理　由〕　人事異動に伴う解職及び後任委員の委嘱

〔女性委員の割合〕 50.0%

鹿児島市立小学校、中学校及び義務教育学校区審議会委員名簿（案）

学 識 経 験 者

小 ・ 中 学 校
Ｐ Ｔ Ａ 代 表

小 ・ 中
学 校 長

市長部局職員
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1 

 

                           定第８ 号議案 

 

代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市特別支援教育審議会委員の解嘱及び委嘱について、 鹿児島市教育委員会事務委任等

規則第４ 条第１ 項の規定に基づき 、 下記のと おり 代決し たので、 同条第２ 項の規定によ り 、 こ

れを 報告し 、 その承認を 求める 。  

 

   令和８ 年４ 月２ ３ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

教育長 原之園 哲哉 

 

                    記 

 

 

〔 解 嘱〕    令和８ 年３ 月３ １ 日付 

橋口 知  （ 鹿児島大学法文教育学域教育学系教授）  

内薗 博之 （ 前： 向陽小学校長）  

益満 裕美 （ 前： 星峯中学校長）  

児島 佳子 （ 鹿児島玉龍中学校教諭）  

鳥居 睦代 （ 前： 県立鹿児島聾学校教諭）  

川尻 友美 （ 前： 桜丘中学校教諭）  

 

〔 理 由〕    人事異動等に伴う 解嘱 

 

 

〔 委 嘱〕    令和８ 年４ 月１ 日付 

松永 愛香 （ いま き いれ総合病院小児科医長）  

大田 髙行 （ 向陽小学校長）  

萩原 貞明 （ 星峯中学校長）  

清  恵子 （ 県立鹿児島南特別支援学校教諭）  

西  育子 （ 県立鹿児島聾学校教諭）  

牧野 朋子 （ 元市教育委員会特別支援教育アド バイ ザー）  

 

  〔 任 期〕    令和８ 年４ 月３ ０ 日ま で 

 

  〔 理 由〕    人事異動等に伴う 後任委員の委嘱 
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2 

 

（ 参  照）  

 

１  鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

 （ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を  

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を 代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  

 

 

 ２  鹿児島市特別支援教育審議会条例（ 抜粋）  

 （ 設置）  

第１ 条 障害等によ り 特別な支援を 必要と する 幼児及び児童生徒（ 以下「 児童等」 と いう 。 ）

の適切な就学を 図る と と も に、 就学後の一貫し た支援について助言を 行う ため、 鹿児島市特

別支援教育審議会（ 以下「 審議会」 と いう 。 ） を 設置する 。  

（ 組織）  

第３ 条 審議会は、 委員１ ５ 人以内で組織する 。  

２  委員は、 特別な支援を 必要と する 児童等の教育に関する 専門的な知識及び経験を 有する 者

のう ちから 教育委員会が委嘱する 。  

（ 任期）  

第４ 条 委員の任期は、２ 年と する 。ただし 、委員が欠けた場合における 補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間と する 。  

２  委員は、 再任さ れる こ と ができ る 。  
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3 

 

鹿児島市特別支援教育審議会委員名簿（ 案）  
 
 

構  成 氏  名 所 属・ 職 名 

学識経験者 

楠 生   亮 鹿児島市立病院感染制御部長 

松永  愛香 

（ 前： 橋口  知）  

い ま き い れ総合病院小児科医長 

（ 前： 鹿児島大学学術研究院法文教育学域教育学系教授）  

島   義 弘 鹿児島大学法文教育学域教育学系准教授 

餅 原  尚 子 鹿児島純心大学大学院人間科学研究科教授 

福 田  雅 紀 辻ヶ 丘幼稚園長 

小・ 中学校長 

大 田  髙 行 

（ 前： 内薗  博之） 

向陽小学校長（ 校長会特別支援教育担当）  

（ 前： 向陽小学校長）  

萩原  貞明 

（ 前： 益満  裕美） 

星峯中学校長（ 校長会特別支援教育担当）  

（ 前： 星峯中学校長）  

特別支援教

育関係者 

堀之内 恵司 県立鹿児島特別支援学校長 

榎 本   博 県立武岡台特別支援学校教諭 

溝 上  茂 樹 原良小学校教諭 

清  恵子 

（ 前： 児島  佳子） 

県立鹿児島南特別支援学校教諭 

（ 鹿児島玉龍中学校教諭）  

西  育子 

（ 前： 鳥居 睦代） 

県立鹿児島聾学校教諭 

（ 前： 県立鹿児島聾学校教諭）  

牧野  朋子 

（ 前： 川尻  友美） 

元鹿児島市教育委員会特別支援教育ア ド バイ ザー 

（ 前： 桜丘中学校教諭）  

相談機関 山 口  恭 史 県こ ど も 総合療育セ ン タ ー支援部長 

福祉施設 水流 か おる  
社会福祉法人落穂会 

障害者支援施設あさ ひが丘統括副施設長 

 
〔 任期〕 令和８ 年４ 月３ ０ 日ま で 

〔 理由〕 令和８ 年４ 月１ 日付け人事異動等に伴う 解嘱に伴い、 新たに委嘱する も の 

〔 女性委員の割合〕 ４ ０ . ０ ％ 
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定第９ 号議案 

 

   代決処分の承認を 求める 件 

 

 鹿児島市社会教育委員の解嘱及び委嘱について、 鹿児島市教育委員会事務委任等規則第４ 条

第１ 項の規定に基づき 、 下記のと おり 代決し たので、 同条第２ 項の規定によ り 、 こ れを 報告

し 、 その承認を 求める 。   

 

   令和８ 年４ 月２ ３ 日                提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

記 

 

 

 〔 解 嘱〕     令和８ 年３ 月３ １ 日付 

           下屋敷 由貴子 （ 前： 市小学校長代表）  

 

〔 理 由〕     人事異動に伴う 解嘱 

 

 

 

 

〔 委 嘱〕     令和８ 年４ 月 1 日付 

          当房 孝子 （ 市小学校長代表）  

 

〔 任 期〕     令和８ 年６ 月３ ０ 日ま で 

 

〔 理 由〕     人事異動に伴う 後任委員の委嘱 
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（ 参  照）  

 

１  鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

 （ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急やむを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を 代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  

 

 

２  社会教育法（ 抜粋）  

（ 社会教育委員の設置）  

第１ ５ 条 都道府県及び市町村に社会教育委員を 置く こ と ができ る 。  

２  社会教育委員は、 教育委員会が委嘱する 。  

（ 社会教育委員の委嘱の基準等）  

第１ ８ 条 社会教育委員の委嘱の基準、 定数及び任期その他社会教育委員に関し 必要な事項

は、 当該地方公共団体の条例で定める 。 こ の場合において、 社会教育委員の委嘱の基準に

ついては、 文部科学省令で定める 基準を 参酌する も のと する 。  

 

 

３  鹿児島市社会教育委員条例（ 抜粋）  

（ 設置）   

第１ 条 社会教育法（ 昭和２ ４ 年法律第２ ０ ７ 号） 第１ ５ 条第１ 項の規定に基づき 、 本市に社

会教育委員（ 以下「 委員」 と いう 。） を 置く 。  

（ 委嘱の基準）  

第２ 条 委員は、 学校教育及び社会教育の関係者、 家庭教育の向上に資する 活動を 行う 者並び

に学識経験のある 者の中から 、 教育委員会が委嘱する 。  

（ 定数）  

第３ 条 委員の定数は２ ０ 人以内と する 。  

（ 任期）  

第４ 条 委員の任期は１ 年と する 。 ただし 、 補欠委員の任期は前任者の残任期間と する 。  
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構　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

小 磯 誠 市私立幼稚園協会理事（すみれ幼稚園長）

当 房 孝 子
(下屋敷由貴子)

市小学校長代表（伊敷小学校長）
【前：小学校長代表（西紫原小学校長）】

肥 後 昭 文 市中学校長代表（紫原中学校長）

川 上 隆 博 市立高等学校長代表（鹿児島玉龍高等学校長)

須 部 貴 之 騎射場のきさき市主宰（(株)KISYABAREE代表）

郡 山 裕 子 地域学校協働活動吉野・牟礼岡本部　地域学校協働活動推進員

柿 元 ま り 子 市あいご会連合会　副会長

仮 屋 慶 一 JICA九州センター　デスク鹿児島　国際協力推進員

元 村 美 起 子 市地域婦人会連絡協議会　書記

原 田 美 鈴 鹿児島市生活学校運動連絡会長

川 添 啓 子 市ＰＴＡ連合会　副会長

田 實 澄 恵 マラカスの会　代表

有 馬 尚 美 てんまち文庫　代表

亀 井 愛 子 喜入子育てコミュニティＫＡＤＡＮ会長

尾 ノ 上 優 二 市社会福祉協議会　常務理事

中 村 一 則  県教職員組合鹿児島地区支部長（東谷山中学校教諭）

森 木 朋 佳 鹿児島純心女子短期大学　生活学科　教授

農 中 至 鹿児島大学法文学部　法経社会学科　准教授

内 山 仁 鹿児島国際大学国際文化学部　准教授　

平 川 順 一 朗 南日本新聞社　編集局長

〔任　期〕　令和７年７月１日から令和８年６月３０日まで

鹿児島市社会教育委員名簿（ 案）

学校教育
関係者

社会教育
関係者

家庭教育
関係者

学識
経験者

※網掛けの委員の任期は令和８年４月１日から令和８年６月３０日まで（前任者の残任期間）

〔理　由〕　人事異動に伴う解嘱及び後任委員の委嘱

〔女性委員の割合〕　50.0％

34



定第１ ０ 号議案 

 

  代決処分の承認を 求める 件 

 

 鹿児島市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 、 鹿児島市教育委員会事務委任

等規則第４ 条第１ 項の規定に基づき 、 下記のと おり 代決し たので、 同条第２ 項の規定によ り 、

こ れを 報告し 、 その承認を 求める 。  

 

  令和８ 年４ 月２ ３ 日                提 出 

                          鹿児島市教育委員会 

                          教育長 原之園 哲哉 

 

記 

 

 

〔 解 嘱〕     令和８ 年３ 月３ １ 日付 

          岩𦚰 勝広  （ 前： 甲南中学校長）  

          松本  遵  （ 前： 西紫原中学校長）  

          森園  守  （ 前： 明和中学校長）  

          山下 信久  （ 前： 西陵中学校長）  

          冨永 章文  （ 前： 黒神小学校長）  

          野口 貴弘  （ 前： 本名小学校長）  

          平田  睦  （ 前： 吉田南中学校長）  

          岡元 次郎  （ 前： 喜入中学校長）  

          前田 久之  （ 前： 中名小学校教頭）  

          山下 久美子 （ 前： 皇徳寺中学校長）  

 

〔 理 由〕     人事異動に伴う 解嘱 

 

 

 

 

〔 委 嘱〕     令和８ 年４ 月 1 日付 

          酒井 利幸  （ 甲南中学校長）  

          藤原 隆哉  （ 西紫原中学校長）  

          淀  修司  （ 明和中学校長）  

          福園 和幸  （ 西陵中学校長）  

35



          徳留 健成  （ 桜島学校教頭）  

          曽山 志保  （ 本名小学校長）  

          本山 和仁  （ 吉田北中学校長）  

          角  和重  （ 喜入中学校長）  

          松本 洋也  （ 中名小学校長）  

          長野 和己  （ 皇徳寺中学校長）  

 

〔 任 期〕     令和８ 年５ 月３ １ 日ま で 

 

〔 理 由〕     人事異動に伴う 後任委員の委嘱 
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（ 参  照）  

 

１  社会教育法（ 抜粋）  

  （ 公民館運営審議会）  

第２ ９ 条 公民館に公民館運営審議会を 置く こ と ができ る 。  

２  公民館運営審議会は、 館長の諮問に応じ 、 公民館における 各種の事業の企画実施につき 調

査審議する も のと する 。  

第３ ０ 条 市町村の設置する 公民館にあっ ては、 公民館運営審議会の委員は、 当該市町村の教

育委員会（ 特定公民館に置く 公民館運営審議会の委員にあ っ ては、 当該市町村の長） が委嘱す

る 。  

２  前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、 定数及び任期その他当該公民館運営審議会

に関し 必要な事項は、 当該市町村の条例で定める 。 こ の場合において、 委員の委嘱の基準につ

いては、 文部科学省令で定める 基準を 参酌する も のと する 。  

 

 

２  鹿児島市公民館条例（ 抜粋）  

（ 審議会の設置）  

第１ １ 条 館長の諮問に応じ 、公民館における 各種の事業の企画実施につき 調査審議する ため、

公民館ご と に公民館運営審議会(以下「 審議会」 と いう 。 ) を 置く 。  

（ 委嘱の基準）  

第１ ２ 条 審議会の委員は、 学校教育及び社会教育の関係者、 家庭教育の向上に資する 活動を

行う 者並びに学識経験のある 者の中から 、 教育委員会が委嘱する 。  

（ 定数）  

第１ ３ 条 審議会の委員の定数は、 １ ５ 人以内と する 。  

（ 任期）  

第１ ４ 条 審議会の委員の任期は、 １ 年と する 。 ただし 、 再任さ れる こ と ができ る 。  

２  委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。  
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鹿児島市公民館運営審議会委員名簿（案）

構　　　　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

 中　　村　　 智    子 大龍小学校長

 酒　　井　　 利    幸
　（前：岩𦚰　勝広）

甲南中学校長
（前：甲南中学校長）

 宇    都　   大    作 市芸術文化協会理事

 中    村   　智    貴 城南校区まちづくり協議会きぼう部会長

 緒  　方     善    子 山下校区コミュニティ協議会書記

 川    畑     裕    美 坂元台校区スポーツ推進委員

 益    山　   佳 奈 子 坂元校区家庭教育関係者代表

 德    永     信    代 清水地区民生委員・児童委員

9
人

学 識 経 験 者  新    原     市    郎 松原地域コミュニティ協議会長

 濱    﨑　   忠    雄 中郡小学校長

 藤    原　   隆    哉
　（前：松本　遵）

西紫原中学校長
（前：西紫原中学校長）

 出 水 沢　   真 由 美 宇宿校区コミュニティ協議会事務局職員

 原  　田　 　加 代 子 向陽校区まちづくり協議会事務局職員

 福 司 山　   美 穂 子 紫原校区まちづくり協議会社会教育部長

 須    部     貴    之 八幡校区コミュニティ協議会総務部会副会長

 中    﨑　   啓    文 鴨池小学校ＰＴＡ会長

 大    脇     麻 記 子 荒田校区コミュニティ協議会家庭教育代表

9
人

学 識 経 験 者 小　  城　   和    臣 南校区コミュニティ協議会長

鴨
　
　
池
　
　
公
　
　
民
　
　
館

学 校 教 育 関 係 者

社会教育関係者

家 庭 教 育 関 係 者

中
　
　
央
　
　
公
　
　
民
　
　
館

学 校 教 育 関 係 者

社会教育関係者

家庭教育関係者
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鹿児島市公民館運営審議会委員名簿（案）

構　　　　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

新    屋     公    彦 原良小学校長

淀　      修    司
　（前：森園　守）

明和中学校長
（前：明和中学校長）

社 会 教 育 関 係 者  三    橋     雪    子 自主学習グループ連絡会会計

 松    永　   久    子 草牟田地区民生委員

 豊    平　   ル ミ 子 西田地区主任児童委員

 伊 瀬 知　　 香　　織 明和地区主任児童委員

7
人

学 識 経 験 者  髙    﨑     良    一 元西田小学校長

 桑    原　　 千 恵 子 錫山小・中学校長

 坂 之 上　　 辰　　志 谷山小学校長

 鬼    丸  　 の り 子 谷山地域各流連合華道連絡会会員

 中    脇     公    英
東谷山コミュニティー協議会スポーツ
推進委員

 間 世 田   　吉    宣 福平コミュニティ協議会副会長

 野    田　   百 合 子 谷山校区女性学級長

 熊    澤　   佳    子 錦江台小学校学校運営協議会委員

 柿    元　   ま り 子 和田校区あいご協議会長

9
人

学 識 経 験 者  内    山      　仁 鹿児島国際大学国際文化学部准教授

城
　
　
西
　
　
公
　
　
民
　
　
館

学 校 教 育 関 係 者

家 庭 教 育 関 係 者

谷
　
　
山
　
　
市
　
　
民
　
　
会
　
　
館

学 校 教 育 関 係 者

社 会 教 育 関 係 者

家 庭 教 育 関 係 者

39



鹿児島市公民館運営審議会委員名簿（案）

構　　　　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

学 校 教 育 関 係 者     東　      幸    枝 吉野東小学校教頭

 長    野     俊    之 吉野東まちづくり協議会事務局長

 栗    田     誠    一 鹿児島市スポーツ推進委員協議会長

 村    山　   ミ ユ キ 大明丘地区民生委員・児童委員

 上 堂 園   　　 愛 吉野東中学校ＰＴＡ副会長

6
人

学 識 経 験 者  中    馬     道    則 元中洲小学校長

 当    房　   孝    子 伊敷小学校長

内      　真 奈 美 緑丘中学校長

 岩    下　   ひ ろ み 花野校区コミュニティ協議会事務局職員

 増    田     恵 津 子 玉江校区コミュニティ協議会事務局職員

 井    出     俊    郎 伊敷台校区夢の里まちづくり協議会青少年育成部長

家 庭 教 育 関 係 者  宮    下     未    来 前犬迫児童クラブ会長

7
人

学 識 経 験 者  福    山        久 前小山田校区まちづくり協議会長

吉
　
野
　
公
　
民
　
館

社会教育関係者

家庭教育関係者

伊
　
敷
　
公
　
民
　
館

学 校 教 育 関 係 者

社 会 教 育 関 係 者
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鹿児島市公民館運営審議会委員名簿（案）

構　　　　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

 西 國 原   　　 学 武小学校長

 福　　園　　 和    幸
　（前：山下　信久）

西陵中学校長
(前：西陵中学校長)

 本    山   　惠    子 武・田上地域女性団体連絡会長

 田    中　   の り 子 武岡コミュニティ協議会社会教育部会長

 三    枝   　直    美 武・田上地域スポーツ推進委員協議会副会長

家 庭 教 育 関 係 者  平    原     庸    子 広木地区民生委員・児童委員協議会長

7
人

学 識 経 験 者  今 別 府   　   勉 元姶良町立山田小学校長

学 校 教 育 関 係 者
 徳    留     健    成
　（前：冨永　章文）

桜島学校教頭
（前：黒神小学校長）

社 会 教 育 関 係 者  松    元   　千 代 子 黒神校区女性学級長

家 庭 教 育 関 係 者  中    村   　美 江 子 東桜島中学校家庭教育学級長

4
人

学 識 経 験 者  岩    元   　益    男 改新地域コミュニティ協議会長

 曽    山     志    保
　（前：野口　貴弘）

本名小学校長
（前：本名小学校長）

 本    山     和    仁
　（前：平田　睦）

吉田北中学校長
（前：吉田南中学校長）

 北    園   　順    子 宮校区あいご主事

 山    王   　芳    子 自主学習グループ代表者

家 庭 教 育 関 係 者  原    田   　正    樹 吉田小学校ＰＴＡ副会長

6
人

学 識 経 験 者  原    田   　美    鈴 鹿児島市生活学校運動連絡会長

武
　
・
　
田
　
上
　
公
　
民
　
館

学 校 教 育 関 係 者

社 会 教 育 関 係 者

東

桜

島

公

民

館

吉
　
田
　
公
　
民
　
館

学 校 教 育 関 係 者

社 会 教 育 関 係 者
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鹿児島市公民館運営審議会委員名簿（案）

構　　　　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

学 校 教 育 関 係 者  山　　口　　 晴　　美 桜島中学校教頭

 田    中     江 利 子 桜峰校区コミュニティ協議会事務局書記・会計

 山    下   　彰    太 桜洲赤水地区前体育部長

 大    村　      瑛 桜峰校区コミュニティ協議会イベント部会長

家 庭 教 育 関 係 者  濵    田　   江    美 桜洲小親子読書会さくらんぼ元代表

6
人

学 識 経 験 者  　 林　　　　康　　裕 社会福祉協議会桜島支部長

  　角　　　　和　　重
　（前：岡元　次郎）

喜入中学校
（前：喜入中学校長）

 松    本     洋　　也
　（前：前田　久之）

中名小学校長
（前：中名小学校教頭）

 有    村   　節    子 前 前之浜校区女性学級長

 中    村   　浩    美 自主学習グループ連絡会顧問

家 庭 教 育 関 係 者  宮    原　   真    弓 生見保育園長

6
人

学 識 経 験 者  春    田     博    明 喜入校区まちづくり協議会長

学 校 教 育 関 係 者  五 反 田     晴    夫 松元中学校長

 田    實   　澄    恵 開陽高等学校ＰＴＡ副会長

 大    迫　   ま ど か 松元校区まちづくり協議会事務局職員

 神    園   　裕 理 香 東昌児童クラブ支援員

 上 髙 原   　   充 社会福祉法人常盤会石谷の森こども園長

6
人

学 識 経 験 者  川    原　   正    一 教育カウンセラー

松
　
元
　
公
　
民
　
館

社 会 教 育 関 係 者

家 庭 教 育 関 係 者

桜
　
島
　
公
　
民
　
館

社 会 教 育 関 係 者

喜
　
入
　
公
　
民
　
館

学 校 教 育 関 係 者

社 会 教 育 関 係 者
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鹿児島市公民館運営審議会委員名簿（案）

構　　　　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

学 校 教 育 関 係 者  星    山　   由 美 子 南方小学校教頭

 山    下     久    代 ひとっ葉劇団こいやま会員

 山    下     　 要 自主学習グループ連絡協議会長

 貴    島     直    子 郡山中学校ＰＴＡ保護者代表

 安    樂 　  進 一 郎 郡山校区コミュニティ協議会長

6
人

学 識 経 験 者  中　　村　   　 哲 自主学習グループ講師

 田　　中   　省   一 桜丘西小学校長

 長　　野   　和   己
　（前：山下　久美子）

皇徳寺中学校長
（前：皇徳寺中学校長）

 堂    滿　   弘    光 中山校区まちづくり協議会長

 米    森   　玲    子 公民館講座講師

 小    野     伸    子 自主学習グループ連絡会副会長

 吉    永   　ま ゆ み 読書グループ「こだま」代表

 大    保   　辰    美 つばき幼稚園理事長

8
人

学 識 経 験 者  小    倉     敏    郎 元谷山北公民館長

【計96人】

〔任　期〕　令和７年６月１日から令和８年５月３１日まで

※網掛けの委員の任期は、令和８年４月１日から令和８年５月31日まで（前任者の残任期間）

〔理　由〕　人事異動満了に伴う解嘱及び後任委員の委嘱

〔女性委員の割合〕　54.2％

郡
　
山
　
公
　
民
　
館

社 会 教 育 関 係 者

家 庭 教 育 関 係 者

　
谷
　
山
　
北
　
公
　
民
　
館

学 校 教 育 関 係 者

社会教育関係者

家庭教育関係者
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定第１ １ 号議案 

 

   代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市立少年自然の家運営協議会委員の解嘱又は解任及び委嘱又は任命について、 鹿児島

市教育委員会事務委任等規則第４ 条第１ 項の規定に基づき 、 下記のと おり 代決し たので、 同条

第２ 項の規定によ り 、 こ れを 報告し 、 その承認を 求める 。  

 

   令和８ 年４ 月２ ３ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

                    記 

 

 

〔 解嘱又は解任〕   令和８ 年３ 月３ １ 日付 

田中 準章（ 前： 吉野東中学校長）  

吉元 利裕（ 前： 児童生徒支援課長）  

 

〔 理 由〕      定年退職に伴う 解嘱及び人事異動に伴う 解任 

 

 

 

 

〔 委嘱又は任命〕   令和８ 年４ 月１ 日付 

          大迫 勝則 （ 吉野東中学校長）  

          山中 裕美 （ 児童生徒支援課長）  

 

 〔 任 期〕      令和８ 年４ 月３ ０ 日ま で 

 

 〔 理 由〕      人事異動に伴う 後任委員の委嘱又は任命 
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（ 参  照）  

 

１  鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

（ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を 代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  

 

 

 ２  鹿児島市立少年自然の家条例（ 抜粋）  

 （ 協議会）  

第１ １ 条 少年自然の家の適正な運営を 図る ため、 鹿児島市立少年自然の家運営協議会（ 以下

「 協議会」 と いう 。 ） を 置く 。  

２  協議会は、 教育委員会の諮問に応じ 、 少年自然の家の運営について協議する 。  

３  協議会は、 ２ ０ 人以内の委員で組織し 、 その委員は、 教育委員会が任命又は委嘱する 。  

４  協議会の委員の任期は、 １ 年と する 。 ただし 、 再任さ れる こ と ができ る 。  

５  協議会の委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。  

６  略す 

 

 

 ３  鹿児島市立少年自然の家条例施行規則（ 抜粋）  

 （ 協議会の委員）  

第１ ０ 条 鹿児島市立少年自然の家運営協議会（ 以下「 協議会」 と いう 。 ） の委員は、 次の各

号に掲げる 者のう ちから 教育委員会が任命又は委嘱する 。  

 ( 1)  小・ 中学校及び高等学校を 代表する 者 

 ( 2)  教職員団体を 代表する 者 

 ( 3)  社会教育関係団体を 代表する 者 

 ( 4)  学識経験者 

 ( 5)  教育委員会事務局職員 

 ( 6)  その他教育委員会が必要と 認める 者 
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構 成 氏 名 所 属 ・ 職 名

中 村 宗 義 和田小学校長

大 迫 勝 則
（ 前： 田中 準章）

吉野東中学校長
（ 前： 吉野東中学校長）

堀 之 内 尚 郎 鹿児島商業高等学校長

教 職 員 団 体
代 表

濵 田 真 由 美 県教職員組合鹿児島地区支部書記次長

川 添 啓 子 市Ｐ Ｔ Ａ 連合会副会長

井 出 俊 郎 市ス ポーツ 少年団指導者協議会会長

佐 藤 秀 子 ボーイ ス カ ウ ト 鹿児島第２ 団委員長

盛 山 治 美 ガールス カウ ト 鹿児島県第７ 団年長部門リ ーダー

南 静 乃 市あ いご 会連合会監事

東 靖 子 市保育園協会理事

浜 崎 眞 美 鹿児島女子短期大学教授

福 満 博 隆 鹿児島大学総合科学域総合教育学系准教授

山 元 卓 也 教育委員会事務局教育部学務課長

竹 下 直 大 教育委員会事務局教育部学校教育課長

中 村 一 成 教育委員会事務局教育部生涯学習課長

山 中 裕 美
（ 前： 吉元 利裕）

教育委員会事務局教育部児童生徒支援課長
（ 前： 教育委員会事務局教育部児童生徒支援課長）

〔任　期〕　令和７年５月１日から令和８年４月３０日まで

※網掛けの委員の任期は、令和８年４月１日から令和８年４月３０日まで（前任者の残任期間）

〔理　由〕　令和８年４月１日付け　定年退職に伴う解職に伴い新たに委嘱するもの及び人事異動に伴う解任に伴い

 　　　　　　新たに任命するもの

〔女性委員の割合〕　 50.0%

教 育 委 員 会
事 務 局 職 員

鹿児島市立少年自然の家運営協議会委員名簿（案）

小 ・ 中 ・ 高 等
学 校 代 表

社 会 教 育
関 係 団 体 代 表

学 識 経 験 者
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定第１ ２ 号議案 

 

代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市立学校給食セン タ ー運営審議会委員の解嘱又は解任及び委嘱又は任命について、 鹿

児島市教育委員会事務委任等規則第４ 条第１ 項の規定に基づき 、 下記のと おり 代決し たので、

同条第２ 項の規定によ り 、 こ れを 報告し 、 その承認を 求める 。  

   

   令和８ 年４ 月２ ３ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

教育長 原之園 哲哉 

 

記 

 

 

  〔 解 嘱〕    令和８ 年３ 月３ １ 日付 

           菊谷 俊一  （ 前： 大明丘小学校長）  

           大堂 厚美  （ 前： 河頭中学校養護教諭）  

  〔 理 由〕    人事異動に伴う 解嘱 

 

  〔 解 任〕    令和８ 年３ 月３ １ 日付 

           山口 伸一  （ 前： 教育委員会事務局教育部保健体育課長）  

  〔 理 由〕    人事異動に伴う 解任 

 

 

 

  〔 委 嘱〕    令和８ 年４ 月１ 日付 

           谷末 博隆  （ 大明丘小学校長）  

           税所 ま ゆみ （ 河頭中学校養護教諭）  

  〔 任 期〕    令和８ 年６ 月３ ０ 日ま で 

  〔 理 由〕    人事異動に伴う 後任委員の委嘱 

 

  〔 任 命〕    令和８ 年４ 月１ 日付 

           田丸 武彦  （ 教育委員会事務局教育部保健体育課長）  

  〔 任 期〕    令和８ 年６ 月３ ０ 日ま で 

  〔 理 由〕    人事異動に伴う 後任委員の任命 
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（ 参  照）  

 

 １  鹿児島市教委育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

 （ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと いは、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を 代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  

 

 

 ２  鹿児島市立学校給食セン タ ー条例（ 抜粋）  

 （ 運営審議会）  

第５ 条 学校給食セン タ ーに鹿児島市立学校給食セン タ ー運営審議会（ 以下「 運営審議会」 と

いう 。 ） 置く 。  

２  運営審議会は、 学校給食セン タ ーの運営について審議する 。  

３  運営審議会の委員は、 鹿児島市教育委員会が任命し 、 又は委嘱する 。  

 

 

 ３  鹿児島市立学校給食セン タ ー条例施行規則（ 抜粋）  

 （ 運営審議会委員）  

第３ 条 運営審議会の委員は、 １ ８ 名以内と し 次の各号に掲げる 者のう ちから 任命し 又は委嘱

する 。  

 ( 1)  市立学校の校長及び教職員 

 ( 2)  市学校保健会会長 

 ( 3)  Ｐ Ｔ Ａ 代表者 

 ( 4)  学識経験者 

 ( 5)  衛生管理機関の代表者 

 ( 6)  その他教育委員会が必要と 認める 者 

 （ 任期）  

第４ 条 委員の任期は１ 年と する 。 ただし 、 再任さ れる こ と を 妨げない。  

２   委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。  
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構　　　　成 氏　　　　名

谷 末 博 隆
（ 前 ： 菊 谷 俊 一 ）

　大明丘小学校長
　（前：大明丘小学校長）

松 本 眞 一 　武岡中学校長

永 吉 知 恵 子 　向陽小学校養護教諭

重 信 久 美 子 　花尾小学校養護教諭

脇 田 明 美 　甲南中学校教諭

税 所 ま ゆ み
（ 前 ： 大 堂 厚 美 ）

　河頭中学校養護教諭
　（前：河頭中学校養護教諭）

吉 留 由 佳 　松元中学校教諭

市 学 校 保 健 会 会 長 上 ノ 町 仁 　市学校保健会会長

大 浦 進 　星峯東小学校ＰＴＡ会長

清 留 剛 　吉田小学校ＰＴＡ会長

竹 中 大 輔 　吉野東中学校ＰＴＡ会長

德 留 杏 子 　甲東中学校ＰＴＡ副会長

立 元 耕 史 　鴨池中学校ＰＴＡ会長

今 釜 洋 明 　喜入中学校ＰＴＡ会長

進 藤 智 子 　鹿児島純心女子短期大学准教授

児 玉 む つ み 　鹿児島女子短期大学准教授

衛 生 管 理 機 関 の
代 表 者

新 小 田 雄 一 　市保健所長

その他教育委員会が
必 要 と 認 め る 者

田 丸 武 彦
（ 前 ： 山 口 伸 一 ）

　教育委員会事務局教育部
  保健体育課長
　（前：教育委員会事務局教育部
  保健体育課長）

〔任　期〕　令和７年７月１日から令和８年６月３０日まで

※網掛けの委員は、令和８年４月１日から令和８年６月３０日まで（前任者の残任期間）

〔理　由〕　人事異動に伴い、解嘱又は解任及び委嘱又は任命するもの

〔女性委員の割合〕　44.4％

鹿児島市立学校給食センター運営審議会委員名簿（案）

所　　属　・　職　　名

市 立 学 校 の 校 長
及 び 教 職 員

Ｐ Ｔ Ａ 代 表 者

学 識 経 験 者
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 報告事項（ １ ）  

 

新１ 年生見学パス ポート について 

 

  ① 趣旨  

新１ 年生の入学を 祝う と と も に、 早い機会に子ど も たちの自然・ 科学・ 文化・ 美術・

歴史等への関心と 興味を 高め、各施設に慣れ親し む契機と なる よ う 入館料等を 免除する 。 

  ② 対象施設 

     科学館、 かご し ま 近代文学館、 かご し ま メ ルヘン 館、 ふる さ と 考古歴史館、  

異人館、 美術館、 西郷南洲顕彰館、 かご し ま 文化工芸村、 維新ふる さ と 館、  

鴨池海づり 公園、 桜島海づり 公園、 平川動物公園、 かご し ま 水族館 

③ 有効期限 令和８ 年４ 月１ 日～８ 月３ １ 日 

④ 対象者 約４ ， ８ ０ ０ 人 （ 市内の国立・ 市立・ 私立小学校・ 市立義務教育学校の新 

１ 年生）  

 

 

 

見 本 

見 本 
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 報告事項（ ２ ）  

 

明和校区における 義務教育学校基本構想について 

 

 

１  概要 

  明和小学校と 明和中学校を 統合し て新し い学校を 整備する ための方向性を 示すも のと し

て、「 明和校区における 義務教育学校あ り 方検討委員会（ 以下、「 あり 方検討委員会」 と い

う ）」 での協議、 明和小・ 中Ｐ Ｔ Ａ へのアン ケート や明和ま ちづく り 協議会を 通じ た住民説

明会を 経たう えで、 こ の度、 基本構想を 策定し たも の。  

 

２  基本構想の概要 

（ １ ） 明和小学校、 明和中学校を 統合し 、 明和校区なら ではの特色ある 教育を 行える よ う ９ 年

制の小中一貫教育を 行う 施設一体型の義務教育学校を 設置する 。  

（ ２ ） 新設する 義務教育学校（ 以下、「 新設校」 と 呼びま す。） は、 令和１ ２ 年４ 月の開校を 目

指す。  

（ ３ ） 新設校の設置場所は、 既存校舎の耐力度調査の結果や校地面積の広さ を 踏ま えて、 現在

の明和中学校敷地と する 。  

（ ４ ） 現在の明和小学校内に設置さ れている 児童ク ラ ブや校区公民館については、 新設校の敷

地内への移設整備を 行う 。  

（ ５ ） その他、 新設校の設置にあ たっては、 保護者や学校、 地域の代表者に加え、 学識経験者

を 交えた「 あ り 方検討委員会」 において、 開校ま でに必要な事項など を 各面から 協議し 、

定める も のと する 。  

 

３  経緯 

 令和７ 年 ３ 月２ ４ 日  第 1 回あり 方検討委員会 

      ５ 月２ ・ ８ 日 明和小・ 中Ｐ Ｔ Ａ 総会での説明会 

      ６ 月２ ４ 日  第 2 回あり 方検討委員会 

      ７ 月２ ６ 日  明和校区の保育園・ 幼稚園の保護者向け説明会 

８ 月２ ８ 日  第３ 回あり 方検討委員会 

     １ ２ 月 ９ 日  第 4 回あり 方検討委員会 

 令和８ 年 １ 月２ ９ 日  第５ 回あり 方検討委員会 

      ２ 月～３ 月  明和小・ 中Ｐ Ｔ Ａ へ基本構想（ 素案） のアン ケート  

      ４ 月 ６ 日  地域住民への「 基本構想（ 素案）」 説明・ 意見交換会 
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 報告事項（ ２ ）  

 

４  今後の対応 

  基本構想を 基に令和１ ２ 年４ 月の開校に向けて、  

（ １ ）  ハード 面の整備 

 

① 必要な教室・ 機能、 配置の考え方など 新たな学校施設整備の方向性を 決定する 基本 

計画 

② 平面プラ ン や構造方針など、 建物の骨格と なる 設計を 作成する 基本設計 

③ 工事ができ る レ ベルの詳細図面・ 仕様書を 作成する 実施設計 

の策定を 進めま す。  

（ ２ ）  教育内容などのソ フ ト 面の準備 

明和小・ 中の連携を 一層進める と と も に、 教職員の義務教育学校への理解を 深め 

１ ０ 年度以降は教育委員会と も 連携し 、 学校運営協議会の意見を 踏ま えながら 、 教育

課程の編成など を 進めま す。  
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令和７ 年度市立高等学校活性化委員会における 意見の集約について 

 

令和８ 年３ 月２ ５ 日  

鹿児島市教育委員会教育長  殿 

市 立 高 等 学 校 活 性 化 委 員 会  

委 員 長  大 坪 治 彦  

 

令和７ 年度 市立高等学校活性化委員会における 意見の集約 

 

標記の委員会を３ 回実施し 、 出さ れた意見につき まし て、 以下のよ う に集約いたし ま し た。  

 

１  市立３ 高等学校は、 長 い歴史と 伝統を有し 、 本市の人材育成に大き く 寄与し てき た。 し かし 、

生徒数減少や高校授業料無償化等によ り 、 公立高校離れが懸念さ れる 状況がある 。 そのよ う な

中、 各高等学校の魅力ある 学校づく り や定数確保に向けた様々な活性化の取組について、 各高

校、 市教育委員会が一層連携を図り ながら 協議を進めていただき たい。  

 

２  各高等学校においては、 各種メ ディ アを活用し て魅力ある 教育活動の情報発信に努めている 。

生徒や保護者のニーズを把握し 、 活性化に向けた取組について、 引き 続き 検討し たい。  

 

３  鹿児島玉龍高等学校は、 中高一貫教育２ ０ 年の節目を迎え、 学校の特色を生かす取組の検討に

ついて学内で活発に意見交換がなさ れており 、 委員から は継続的な協議に期待する 意見が出さ れ

た。 今後は、 普通科の魅力化・ 特色化を一層図る と と も に、 中等教育学校の可能性についても 議

論を深めてほし い。  

 

４  本委員会において鹿児島商業高等学校から 提案があった「 単位制導入」 については、 学校を活

性化さ せる 契機と なる こ と が期待でき る こ と から 、 学校の意向を踏ま えながら 、 早期に実現でき

る よ う に、 教育課程の編成など連携し て令和 9 年度から の導入に向けて準備を進めていただき た

い。  

 

５  鹿児島女子高等学校については、 学科再編、 令和８ 年度から の導入に向けて制服の刷新など 新

たな取組が積極的になさ れてき た。 今後、 令和８ 年度入試結果について分析を行う と と も に、 本

委員会において、 適正規模も 含め、 学校の在り 方についての検討をさ ら に重ねていただき たい。  

 

６  今後も 、 特色を前面に出す中で、 本委員会の意見も 参考にし 、 市教育委員会と 連携し ながら 、

更なる 活性化策に取り 組んでほし い。 そのためには、 各高校だけでなく 、 市教育委員会の取組に

ついても 検証し 、 改善を重ねる 体制が必要である こ と から 、 外部の意見を反映でき る 本委員会

は、 今後も 継続し ていただき たい。  

報告事項（ ３ ）  
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